
鳥取県サイクリングイベント（スポーツ用自転車レンタル）支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和32年鳥取県規則第22号。以下「規則」という。）

第４条の規定に基づき、鳥取県サイクリングイベント（スポーツ用自転車レンタル）支援事業補助金

（以下「本補助金」という｡)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、県内で開催されるサイクリングイベントにおけるスポーツ用自転車の貸出しを支

援し、スポーツ用自転車を保有しない者、県外等遠方から参加する者等が県内サイクリングイベント

に参加しやすい環境を整備することにより、県内サイクルツーリズムの推進を図ることを目的として

交付する。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）スポーツ用自転車 日本工業規格〔JIS〕D9111：2016(自転車―分類、用語及び諸元)表１に適

合する自転車のうち、スポーツ専用自転車、一般用自転車（スポーティ車）、電動アシスト自転車

（スポーティ車）、特殊自転車（シクロクロス車）のいずれかに分類されるものをいう。 

（２）電動アシスト自転車 道路交通法施行規則(昭和 35 年総理府令第 60号)第１条の３に定める基

準を備えるものをいう。 

（３）県内サイクリングイベント 次のすべてを満たすものをいう。 

ア スタートとゴールの地点がいずれも鳥取県内であること。 

イ 走行ルートの 2/3 以上が鳥取県内区域に設定されていること（複数のルートが存在する場合

は、ルートごとに満たすこと）。 

ウ 原則、参加資格に制限を設けないこと。ただし、参加者の安全確保のために必要な制限（年

齢、走力、持病、感染症罹患の有無等）、イベント開催目的に応じた制限（車種等）、その他特

に必要と知事が認める制限については、この限りでない。 

エ 募集定員が 50名以上であること。 

（４）自転車安全整備 公益財団法人日本交通管理技術協会が定める自転車安全整備制度に基づく自

転車安全整備士による整備をいう。 

（５）自転車損害賠償保険等 自転車の利用に係る事故により生じた損害を賠償するための保険又は

共済をいう。 

 

（補助金の交付） 

第４条 県は、第２条の目的の達成に資するため、別表１の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」と

いう。）を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表１の第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）

の額（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法

（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と、当該金額

に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以

下同じ。）を除く。）から、当該対象事業に伴う収入（本補助金を除く。）の額を控除した額に、同

表の第４欄に定める率（以下「補助率」という。）を乗じて得た額以下とし、同表の第５欄に定める

額を限度とする。 

３ 本補助金とは別に県から同種の補助金等を受けている又は受ける予定となっている事業について

は、補助対象としないものとする。 

４ 鳥取県産業振興条例（平成23年鳥取県条例第68号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、

県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

 



（交付申請） 

第５条 本補助金の交付申請は、原則として、補助事業実施の20日前までに、交流人口拡大本部観光交

流局観光戦略課へ提出しなければならない。 

２  規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及び

様式第２号によるものとする。 

３ 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前

条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額（以下

「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。 

 

（交付決定の時期等） 

第６条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第４条第２項の規定にかかわらず、仕入控

除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明ら

かになった後、速やかに、交付決定に係る補助金の額（変更された場合は、変更後の額とする。以下

「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第７条 規則第12条第１項の知事が別に定める変更は、別表１の第６欄に定めるもの以外の変更とする。 

２ 前条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告等の時期等） 

第８条 規則第17条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日までに行

わなければならない。 

(1) 規則第17条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の

日から20日を経過する日 

(2) 規則第17条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年度

の４月20日 

２ 規則第17条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様

式第１号及び様式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告に当たり、その時点で明

らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入控除

税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を

控除して報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績

報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）を超

えるときは、様式第４号により速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、その超える額に対

応する額を県に返還しなければならない。 

 

（財産の処分制限） 

第９条 規則第25条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和40年大蔵省

令第15号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、知事が別に定める

期間）とする。 

２ 規則第25条第２項第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

（１）取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具 

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定めるもの 

３ 第６条第１項の規定は、規則第25条第２項の承認について準用する。 

 

（雑則） 

第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、交流人口拡大

本部長が別に定める。 



    

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１６日から施行し、令和２年度事業から適用する。 

 

 

別表１（第４条、第７条関係） 
 

１ 
補助事業 

２ 
事業実施主体 

３ 
補助対象経費 

４ 
補助率 

５ 
限度額 

６ 
重要な変更 

鳥取県サイ
クリングイ
ベント（ス
ポーツ用自
転車レンタ
ル）支援事
業 

県内サイクリ
ングイベント
の主催者 

県内サイクリングイベント参
加者へのスポーツ用自転車の貸
出しに要する経費（自転車の賃
借・運搬・整備に要する経費、保
険料等） 
 
※当該事業のために借り入れる

スポーツ用自転車は、自転車安
全整備がなされ、自転車損害賠
償保険等に加入されたもので
あること。（加入されていない
場合は、貸し出す際に、貸出期
間すべてを含む期間の保険に
加入しなければならない）。 

 
※委託料に係るものについては、

県内事業者が実施したものに
限る。ただし、やむを得ない事
情で県内事業者への発注が困
難と県が認めた場合について
は、この限りではない。 

 

１／２ 
 

 

２００ 

千円 

（１）本補助金の
増額を伴うも
の 

（２）交付目的に
特に影響を及
ぼすと認めら
れる内容の変
更 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
様式第１号（第５条、第８条関係） 
 

◯◯年度鳥取県サイクリングイベント（スポーツ用自転車レンタル）支援事業補助金 
事業計画（報告）書 

１ 申請者 
申請者団体名及び 

代表者名 
 
 

住所（所在地）  

担当者名  

連絡先（電話番号）  

 
２ 事業の概要 

 
１ 事業目的 
 
２ 事業計画（実施）の内容 
  
３ 実施場所 

 

４ 実施期間 

 

５ その他参考となる事項 
 
 
６ 他の補助金の活用の有無（有・無） 
 ※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をしてください。 
 ※「有」の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先（補助

金を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。 
 
７ 消費税の取り扱い（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 
 
８ その他 

※今回申請するサイクリングイベントの概要がわかる資料（チラシ等）を添付してください（イベ
ント内容が未確定の場合は、予定で可）。 

※過去５年以内に同種サイクリングイベントを実施した場合は、直近のものについて、参加者
数等実施結果の概要がわかる資料及びチラシ等募集概要がわかる資料を添付してください。 

 



様式第２号（第５条、第８条関係） 
 
 

◯◯年度鳥取県サイクリングイベント（スポーツ用自転車レンタル）支援事業補助金 

収支予算（決算）書 

 
  
 １ 収  入                                              （単位：円） 
 

区   分 本年度予算額 
(本年度決算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 差引増減額 内    訳 

 

     

合  計     

※ 収入の内容を具体的（入場料収入、販売収入等）に記載すること。 
 
 
 ２ 支  出                                                 （単位：円） 
 

区  分 本年度予算額 
(本年度決算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 差引増減額 内    訳 

 

     

合  計     
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 様式第３号（第６条関係） 
                                                     年  月  日 
 
 
 
         様 
 
 
 
                                                 職 氏 名    印 
 
 

◯◯年度鳥取県サイクリングイベント（スポーツ用自転車レンタル）支援事業補助金 
交付決定通知書 

 
    年  月  日付けの申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県サイク
リングイベント（スポーツ用自転車レンタル）支援事業補助金（以下「本補助金」という。）
については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）
第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので、規則第８条第１項
の規定により通知します。 
 

記 
 
 
１ 対象事業 
  本補助金の対象事業の内容は、………………とする。 
 
２ 交付決定額等 
    本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容 

が変更された場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 
  （１）算定基準額  金        円 
  （２）交付決定額  金        円 
 
３ 経費の配分 
  本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は………
 ………とする。ただし、対象事業の内容が変更された場合においては、別に通知するとこ 
 ろによる。 
 
４ 交付額の確定 
  本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県サイクリングイベント（ス
ポーツ用自転車レンタル）支援事業補助金（令和２年４月１６日付第２０２００００１４３
６５号鳥取県交流人口拡大本部長通知。以下「要綱」という。）第４条第２項及び第６条第
３項の規定を適用して算定した額と、前記２の（２）の交付決定額（変更された場合は、変
更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 

 
５ 補助規程の遵守 
  本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わな
ければならない。   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
様式第４号（第８条関係） 
                                                                                    

                                       年  月  日 
 
 
鳥取県知事                 様 
 
 

                                       住所                     
  申請者   氏名                 ㊞  

(団体にあっては、名称及び代表者の氏名)   
 

      
○○年度○○事業仕入控除税額確定報告書 

 
  年 月 日付第 号により交付決定の通知のあった鳥取県サイクリングイベント（スポーツ
用自転車レンタル）支援事業補助金について、鳥取県サイクリングイベント（スポーツ用自転車
レンタル）支援事業補助金交付要綱第８条第４項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 
 

記 
 
 
１ 規則第18条の補助金の額の確定額 
    （ 年 月 日付第 号による額の確定通知額）     金           円 
 
 
２ 補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額 
                                                         金            円 
 
 
３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税相当額 
                                                          金            円 
 
 
４ 補助金返還相当額（３－２） 
                             金           円 
 
 
 （注）参考となる資料を添付すること。 
 
 
 
 
 
 


